
議
第
五
十
七
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
教

育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他

の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
教

育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例

第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
年
次
休
暇
は
、
一
の
年
」
の
下
に
「
（
教
育
職
員
等
（
教
育
職
給
料
表
㈡
又
は
教

育
職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
（
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
に
限
る
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
の
年
度
）
」
を
、
「
日
数
は
、
一
の
年
」
の
下

に
「
（
教
育
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
一
の
年
度
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
年
」
の
下
に
「
（
教
育

職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
）
」
を
、
「
そ
の
年
」
の
下
に
「
（
教
育
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
年

度
）
」
を
加
え
、
「
二
十
日
」
を
「
、
二
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
年
」
の
下
に
「
（
教
育
職
員

等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
）
」
を
、
「
引
き
続
き
当
該
年
」
の
下
に
「
（
教
育
職
員
等
に
あ
つ
て

は
、
当
該
年
度
）
」
を
加
え
、
「
二
十
日
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
」
を
「
四
十
日

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
翌
年
」
の
下
に

「
（
教
育
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
人
事
異
動
に
よ
り
教
育
職
員
等
と

な
る
も
の
又
は
教
育
職
員
等
で
あ
つ
て
人
事
異
動
に
よ
り
教
育
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
る
も
の
の
年
次
休

暇
の
日
数
は
、
教
育
職
員
等
以
外
の
職
員
又
は
教
育
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
そ
の
在
職
期
間
中
に

お
け
る
年
次
休
暇
の
残
日
数
等
を
考
慮
し
、
四
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日

－135－
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数
と
す
る
。

（
岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
十
二
条
並
び
に
」
を
「
第
四
十
二
条
、
」
に
改
め
、
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
並
び

に
給
特
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
」
を
加
え
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
一
年
単
位
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
）

第
五
条

教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
（
以
下
「
服
務
監
督
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
職
員
の
う
ち
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の
形
態
に
よ
つ
て
勤
務
す

る
必
要
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
服
務
監
督
教
育
委
員
会
が
定
め
る
学
校
の
夏
季
、
冬
季
、
学
年
末
等
に
お
け
る
休

業
日
等
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
長
期
休
業
期
間
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
教
育
職
員
の
週
休
日

（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
連
続
し
て
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

に
限
り
、
給
与
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
育

休
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
（
育
休
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

服
務
監
督
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に

は
、
毎
週
少
な
く
と
も
一
日
の
週
休
日
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
教

育
職
員
又
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
教
育
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
又
は
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
つ
た
週
休
日
）
を
設
け
、
対
象
期
間
（
そ
の
期
間
を
平
均
し
一
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間
が
通
常
の
勤
務
時
間
（
給
与
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
（
育
休
条
例
第
十
八
条
（
育
休

条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
よ
う
に
週
休
日
及

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
期
間
を
い
い
、
一
箇
月
を
超
え
一
年
以
内
の
期
間
に
限
る
も
の
と
し
、
長

期
休
業
期
間
等
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
を
平
均

し
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
通
常
の
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
り
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
職

員
の
範
囲

二

対
象
期
間
及
び
そ
の
起
算
日

三

対
象
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
範
囲

四

特
定
期
間
（
対
象
期
間
中
の
特
に
業
務
が
繁
忙
な
期
間
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
起
算
日

五

対
象
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
当
該
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
期
間
を
一
箇
月
以
上
の
期
間
ご

と
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
区
分
に
よ
る
各
期
間
の
う
ち
当
該
対
象
期
間
の
初

日
の
属
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
最
初
の
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
勤
務
日
及
び
当
該

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
並
び
に
当
該
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
の
数
及
び
総
勤
務

時
間
）

４

服
務
監
督
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
に
当
た

つ
て
は
、
対
象
期
間
を
一
箇
月
以
上
の
期
間
ご
と
に
区
分
し
、
最
初
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
及
び
当
該
勤

務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
並
び
に
当
該
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
の
数
及
び
総
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

服
務
監
督
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る

場
合
に
は
、
同
項
の
区
分
に
よ
る
各
期
間
の
う
ち
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
の
数
及
び

総
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
当
該
各
期
間
の
初
日
の
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
、
当
該
勤
務
日
の
数
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
及
び
当
該
総
勤
務
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６

服
務
監
督
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に

は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
令
和
二
年
文

部
科
学
省
令
第
二
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
指
針
（
給
特
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
針
を
い
う
。
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
措
置
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
の
指
定
）

第
五
条
の
二

服
務
監
督
教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を

定
め
た
場
合
で
あ
つ
て
、
対
象
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
中
に
、
そ
の
対
象
と
な
つ
た
教
育
職
員
又
は

当
該
教
育
職
員
の
所
属
す
る
学
校
に
つ
い
て
、
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
講
ず
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
つ
た
日
又
は
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
日
以
降
に
お
い
て
四
週
間
を
超

え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
通
常
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
期
間
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
教
育
職
員
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
当
該
期
間
内
の
日
の
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う
ち
給
与
条
例
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
休
日
及
び
給
与
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を

除
い
た
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
と
し
て
指
定
し
、
当
該
指
定
さ
れ
た
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
を

除
く
当
該
教
育
職
員
の
当
該
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の

勤
務
時
間
が
通
常
の
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
を
指
定
さ
れ
た
教
育
職
員
は
、
当
該
時
間
に
お
い

て
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
さ
れ
た
勤
務
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
時
間
に
お
け
る
勤
務
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
と
み
な
し
、
当
該
時
間
に
勤

務
す
る
こ
と
を
教
育
職
員
に
命
ず
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
場
合
で
臨
時

又
は
緊
急
に
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
中
「
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
は
、
当
該
教
育
職
員
」
を
「
服
務
監
督
教
育
委
員

会
は
、
教
育
職
員
」
に
改
め
、
「
給
特
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
当
該
教
育
委
員
会
」
を

「
当
該
服
務
監
督
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
施

行
日
以
後
に
教
育
職
員
等
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
条
例
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
等
を
い
う
。
）
と
し
て
在
職
す
る
も
の
の

施
行
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

際
現
に
有
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
条
例
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
年
次
休
暇
の
残
日
数
に
五
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
と
し
、
四
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
上
限

と
す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
岐
阜
県
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４

岐
阜
県
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
（
特
に
勤
務
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を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

提

案

説

明

公
立
学
校
の
教
育
職
員
に
対
し
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を
導
入
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ

う
と
す
る
。
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